
当日資料 １

パブリックコメントについて 

 

１．実施期間 ： 平成２３年１月２８日から２月２８日まで 

 

２．提出通数 ： ４通 

提出方法  窓口提出４通 

地区別   西枇杷島地区１通、清洲地区１通、不明２通 

 

３．意見総数 ： ４件 

 

４．意見の内訳 

  （1）健康教室について・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

  （2）目標数値について・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

  （3）禁煙の推進と受動喫煙の防止について・・・・・・・・１件 

  （4）公園での健康遊具の導入について・・・・・・・・・・１件 

 

（１）健康教室について（１件） 

意見 意見に対する市の対応 

男性を対象とした健康の教室が少

ないと思います。今後、男性の健

康・肥満に取り組んでください。 

男性にも参加していただける健康教室を

企画し、積極的に参加していただけるよ

う啓発していきます。 

   

（２）目標数値について（１件） 

意見 意見に対する市の対応 

目標数値について身体活動の④意

識的に運動している人の増で、目

標値が現状値にくらべて少なくはな

いのか。その理由は。もう少し高く

設定してもよいのでは 

アンケートの結果では、意識的に運動し

ている人の割合で、男性では５７．７％、

女性では５３．３％となっておりますが、

男女とも６０歳代以上の割合が高く、３０

歳代では低くなっています。この年代の

割合を高くすれば全体の割合も高くなる

と考えていますが、子育てや仕事で忙し

い年代であることや計画の目標年も今

計画では４年と短期であるため男女とも

６０％と設定しました。 

   



（３）禁煙の推進と受動喫煙の防止について（１件） 

意見 意見に対する市の対応 

たばこについて「２ 家庭や社会で

受動喫煙を防止しよう」となってい

るが、喫茶店で親子連れの家族が

子どもの横で平気でたばこを吸って

いるのを見かける。禁煙とするよう

店舗に働きかけたり、子どもに親に

注意するよう学校で教えてはどうか

愛知県では、受動喫煙防止対策実施施

設の認定制度により、禁煙や分煙を行

う施設の申請に対し、基準に適合する

場合には「禁煙施設」・「分煙施設」と

認定し、ステッカーを交付していま

す。市では、商工会とも連携して市内

に認定された施設が増えるよう啓発

します。 

 また、小中学校においては、教育の

一環としてたばこの害や受動喫煙の

害について教えているとのことです。

 

（４）公園での健康遊具の導入について（１件） 

意見 意見に対する市の対応 

公園には鉄棒があるが子ども用に

低く作ってあり、大人がぶら下がっ

たりするには低すぎるので、ちょっと

ぶら下がれるような鉄棒があると良

いと思う。最近は公園で遊ぶ子ども

は少ないので中高年用の健康遊具

を取り入れて欲しい。公園で筋力を

つけるような運動をしようとしても遊

具はないのでできない。 

今後、遊具の更新時に検討していただ

けるよう担当部署と協議します。 

 

 


